
 

令和５年４月 1 日から、1 年以内ごとに１回、金属

アーク等溶接作業を行う作業者全員に呼吸用保護具（マス

ク）のフィットテストの実施が義務付けられました。 
 

フィットテストとは  

〇 労働者の健康被害を防止す
るために、呼吸用保護具（マス
ク）が顔面に適切に密着（フィ
ット）されているか、漏れがな
いかを測定するテストです。 
マスクの密着が不十分で漏
れがあると有害物質の吸入を
防ぐ効果が低下する恐れがあ
ります。 

〇 JIS Ｔ 8150：２０２１で定める方法等により、呼吸用保護具
の外側、内側それぞれの溶接ヒュームの濃度を測定し、「フィッ
トファクタ」を求めます。 

   
フィットファクタ＝ 

 
「フィットファクタ」が、以下の「要求フィ

ットファクタ」を上回っているかどうかを確認
します。 

呼吸用保護具の種類 要求フィットファクタ 

全面形面体を有するもの 500 

半面形面体を有するもの 100 

〇 フィットテストの記録は、３年間の保存義務があります。 

 
詳しくは厚生労働省のパンフレットをご確認ください。 
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000746531.pdf 
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